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長期運転に関する論点

1.長期運転の必要性
1.1 2050年CN達成に向けた観点

〇新増設/リプレースをせず、60年超運転をしない場合、原子力発電比率は2040年代以降大幅に減少。
〇OECD/NEAの分析では、長期蓄電などの大規模な展開の見通しは依然不確実であり、原子力発電所
の長期運転は、CN達成に向けた戦略における電力の安全保障を強化できる実証済みの方法の一つとさ
れている。
〇2022年6月には、IEAが報告書「原子力発電と確実なエネルギー移行」を発表。カーボンニュートラル実
現やエネルギー安全保障の要請で再注目される原子力を取り巻く現状を分析し、原子力を利用する国の
政策立案担当者に向けた政策勧告を発表。

ー廃炉決定済のもの除く、全36基の原子力発電所（建設中を含む）が60年運転すると仮定しても、自然体では、
2040年代以降、設備容量は大幅に減少する見通し。

ー2050年には60年運転で23基、1,663億kwh (参考：2030年の原子力発電比率20~22%=1,868~2055億kwh)
（出典）第24回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料３ 「今後の原子力政策について（事務局提
出資料）

ーその他の柔軟性オプション（長期蓄電、デマンドレスポンス、セクターカプリングなど）の大規模な展開の見通しは
依然として不確実である。長期運転は、脱炭素化戦略における電力の安全保障を強化できる実証済みの
ソリューションの一部である。

（出典）OECD/NEA 「Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies」(2021年)
※和訳は、原子力産業協会による「OECD/NEA報告書「原子力発電所の長期運転と脱炭素化戦略」について」を参照。

＜原子力発言をとりまく現状＞
ー確立された大規模な低排出のエネルギー源である原子力は、電力供給の脱炭素化を支援するのに適したもの。
ー原子力は、世界全体のネット・ゼロへの確実な道のりにおいて、重要な役割を担う。 等
＜原子力を利用する国の政策立案担当者に向けた政策勧告＞
①安全な形で可能な限り長期に運転を継続するために、既存の原子力発電所の運転延長を承認すべき。
②効率的で効果的な安全規制を推進すべき。 等
（出典）IEA,「Nuclear Power and Secure Energy Transitions: From Today’s Challenges to Tomorrow’s Clean Energy System」(2022
年)、第31回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料４ 原子力政策に関する今後の検討事項につ
いて」（事務局資料） 2



1.長期運転の必要性

1.1 2050年CN達成に向けた観点
〇国内原子力発電所の将来の設備容量見通し
・廃炉決定済のもの除く、全36基の原子力発電所（建設中を含む）が60年運転すると仮定しても、自然体では、2040年
代以降、設備容量は大幅に減少する見通し。

・2050年には60年運転で23基、1,663億kwh (参考：2030年の原子力発電比率20~22%=1,868~2055億kwh)

（出典）第24回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料３ 「今後の原子力政策について（事務局提出資料）3



1.長期運転の必要性

各国における原子力発電所の運転期間の延長に向けた動き

（出典）第2回GX実行会議 GX実行推進担当大臣提出資料 4



長期運転に関する論点

2.技術的課題
2.1 原子力規制委員会の見解
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〇長期停止期間中は、中性子照射脆化などの事象は、劣化の要因として考慮しなくてよい。
〇コンクリート構造物の中性化など、長期停止期間中も同様に劣化が進展する事象については、個別プラン
トごとに確認する必要がある。
○運転期間に長期停止期間を含めるべきかどうかについて、科学的・技術的な結論を得ることは困難だが、
評価時期をどのように定めようが、将来的な劣化の進展については、個別の施設・機器等に応じて、科学
的・技術的に評価することは可能。
〇40年という期間は、評価を行う時期として唯一の選択肢ではなく、立法政策として定められたもの。

ー「原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間
において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するか否かを、科学的・技術的観点か
ら評価することである。運転期間を40年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価
を行うタイミング（運転開始から一定期間経過した時点）を特定するという意味を持つものである。」

ー（長期停止期間中の）「中性子照射脆化、低サイクル疲労」等の事象については、「放射線が照射される環境になら
いこと、大きな温度、圧力の変動がないこと」等から、「劣化の要因として考慮しなくてもよいと考えられる。」

ー「他方、コンクリート構造物の中性化」等といった事象については、「長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化
が進展する。これらの劣化事象については、各事業者がプラントごとに適切に保管及び点検することにより、進展を抑
制することもできるが、規制当局としては、事業者の保管対策及び点検の適切性について、個別プラントごとに確認
することが必要である。」

ー「運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて、科学的・技術的に一意の結論を得ることは困難であり、
劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。」

ー他方、かかる時期（評価する時期）をどのように定めようと、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展については、個別の施設ごとに、
機器等の種類に応じて、科学的・技術的に評価を行うことができる。
ー（原子炉等規制法で定めされている）「40年という期間そのものは、」「評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原
子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めること
とするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。」

（出典）原子力規制委員会 「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」
(2020年7月）



長期運転に関する論点
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2.技術的課題
2.2 経年劣化についての知見

2.2.1 ATENAによるレポート

〇安全な長期運転に向けて、知見拡充事項を整理。
○米国最新知見に照らし、我が国の高経年化評価実施基準に記載の無い経年劣化事象が3件抽出され
たが、これらは60年を超える事で顕在化する事象ではなく、過去国内実機損傷事例はない。
〇圧力容器等の取替困難機器に関し、米国に倣い80年の評価期間を想定し、科学的・技術的に評価す
る場合に、従来の高経年化評価手法の知見拡充の取組を整理（中性子照射脆化2項目）。

●当該レポートでは、以下の検討を実施し、各々の知見拡充事項を整理
✔米国最新知見を踏まえた経年劣化事象を網羅的に整理⇒PLM実施基準に無い経年劣化事象を抽出
✔取替困難機器における80年評価を想定⇒評価にあたっての知見拡充事項を整理

①米国最新知見に照らし着目すべき経年劣化事象の抽出
国内で想定している経年劣化事象（日本原子力学会PLM実施基準等）と米国の80年運転認可で想定している経年劣化事象（80年認可標準
審査指針等）を比較・分析。
比較・分析の結果：PLM（Plant Life Management :ここでは「高経年化対策」の意味。）実施基準に記載の無い経年劣化事象として3件を抽出
（※報告書本体から追記：抽出された3件は以下のとおり：
✔チタン合金使用伝熱管のSCC（Stress Corrosion Cracking: 応力腐食割れ）
✔アルミ合金使用機器の孔食/隙間腐食/SCC、
✔鋼製機器が埋設環境下で炭酸塩・重炭酸塩に曝される事によるSCC）。
その3件については60年を超える事で顕在化する事象ではなく、過去国内実機損傷事例はなく、国内では個別環境を考慮し別の事象を想定し
て保全を実施。PLM実施基準への反映の検討について、原子力学会へ提言していく。

②取替困難機器の評価に係る知見拡充事項の整理（80年の評価期間を想定）
プラント運転期間に影響を及ぼす取替困難機器（原子炉圧力容器、原子炉格納容器、コンクリート構造物）において部位と事象を組合せ、米国
に倣い80年の評価期間を想定した場合に、従来のPLM評価手法で、科学的・技術的に評価可能か考察。望まれる知見拡充の取組を整理。⇒
中性子照射脆化で2項目抽出
（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会（ATENA)「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」（2022年4月）、

原子力エネルギー協議会（ATENA)「安全な長期運転に向けた経年劣化に関する知見拡充レポート」（2022年3月）



長期運転に関する論点
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2.技術的課題
2.2経年劣化についての知見

2.2.2 OECD/NEAによるレポート

〇ほとんどの機器等が、原子力発電所の寿命の中で修理・交換される一方で、圧力容器等、交換が不可
能な機器も存在し、これらの経年変化によって原発の運転期間が制限される。
○一方、それらの経年変化メカニズム等は十分に理解されているため、経年変化管理を行うことで、運転
中の安全マージンを許容範囲内に保っている。その結果として、長期運転のための重大な技術的障害は
ない。

原子力発電所は、その寿命の間に、構造物・系統・機器（SSC)の殆どが通常の保守手順や改修工事の一環として交換される。交換を
行うことによって、経年化の影響を軽減し、最新の規制、知識、運転経験に従って必要な安全性向上を実施できる。

但し、技術的・経済的な理由で交換が不可能とみなされるSSCがある。これらのコンポーネントの経年変化によって最終的に原子力発電
所の運転期間が制限される。原子炉圧力容器など(注）が該当する。数十年にわたる研究と運転経験の蓄積から、運転寿命を制限する
主な経年変化メカニズム、ストレス因子などは十分に理解されている。実際、この技術的証拠と経年変化管理プログラムを組合せることに
よって、運転中に安全マージンが許容範囲内に保たれるよう確保している。長期運転プログラムでは、内部評価、定期的な再評価及び外
部のピアレビューを実施している。

その結果、電力会社が必要な修理と交換を行う一方で、入手可能な技術的証拠を使用して強化された経年変化管理プログラムを実
施するならば、長期運転が重大な技術的障壁に直面することはない。

これまでの経験では、電力会社は、長期運転回収のための長い停止期間を利用して、出力の向上、計装制御系の改善、柔軟な運転、
全体的なプラント近代化などの追加の改良工事を実施している。

(注）原子炉の寿命を制限しうるSSC：
・原子炉圧力容器（軽水炉）
・原子炉冷却系配管、溶接部、炉内部材（軽水炉・重水炉）
・格納容器などの大型な土木・コンクリート構造物（軽水炉・重水炉）
・プラントの電気系統の大部分（軽水炉・重水炉）

（出典）OECD/NEA 「Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies」(2021年)
※和訳は、原子力産業協会による「OECD/NEA報告書「原子力発電所の長期運転と脱炭素化戦略」について」を参照。



長期運転に関する論点

2.技術的課題
2.3 各種経年劣化に関する研究動向

【JAEA】経年劣化研究グループ
国内の発電用原子炉の約半数がすでに30年を超えて長期供用されています。このような状況で発電用

原子炉を今後も使用していくためには、長期供用に伴う原子炉機器の経年劣化の影響を評価し、安全が
確保されることの確認が必要です。当研究グループでは、国による軽水炉の運転期間延長の認可や高経
年化対策に関する技術的妥当性の判断等に資することを目的として、原子炉圧力容器やその炉内構造
物の材料劣化（照射脆化や応力腐食割れ）に関する研究を実施しています。（HPから引用）

【電中研】エネ庁委託事業：原子力発電所の長期運転に向けた高経年化対策に関する研究開発（令和3
年度～ 5か年計画）
本事業では、原子力発電所の長期運転に向けた高経年化対策の検討及び研究開発を行います。具体的
には、材料または機器の経年劣化としての原子炉圧力容器の照射脆化、ケーブル及び計装機器の経年
劣化、配管の粒界割れ事象等を考慮し、重要機器に関する規格整備に向けて知見を拡充すべく、照射材
試験や超音波探傷試験を実施します。

令和3年度は高経年化対策の課題を抽出し、令和４年度から試験等を含む研究開発を開始します。なお、
事業全体の完遂には複数年を要すると考えています。
（HPから引用）
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以下、参考資料



【参考】1.長期運転の必要性

（出典）OECD/NEA 「Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies」(2021年)を基に作成
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1.1 2050年CN達成に向けた観点
・その他の柔軟性オプション（長期蓄電、デマンドレスポンス、セクターカップリングなど）の大規模な展開の見通しは依然

として不確実である。長期運転は、脱炭素化戦略における電力の安全保障を強化できる実証済みのソリューションの一部
である



【参考】原子炉等規制法

原子炉等規制法 運転期間に関する条文抜粋

（運転の期間等）
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転す
ることができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三
項の確認を受けた日から起算して四十年とする。

２ 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り
延長することができる。

３ 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める
期間を超えることができない。

４ 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

５ 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に
伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長
しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則
で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

11



【参考】２．技術的課題

12（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

13（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

14（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

15（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

16（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

17（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

18（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

19（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】２．技術的課題

20（出典）第14回原子力委員会資料第1号 原子力エネルギー協議会「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組」



【参考】2.技術的課題

（出典）OECD/NEA 「Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies」(2021年)を基に作成
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2.2.2 OECD/NEAのレポート



【参考】2.技術的課題

（出典）OECD/NEA 「Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies」(2021年)を基に作成
22

2.2.2 OECD/NEAのレポート



【参考】２．技術的課題

国際機関による経年劣化・長期運転に関する報告書

【IAEA】
・Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power 
Plants（経年劣化管理に関する基本的な考え方を示すガイド、2018年）
・Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned（各国
の運転経験や管理手法を基に各機器に対する経年劣化管理プログラムや経年劣化評価の基本を示す報
告書、2015年）

【OECD/NEA】
・Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies （原子力発電所の長
期運転に関する分析・提言を行った報告書）
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